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全国路線網に属する高速自動車国道以外の高速道路の変更 

 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１３条第２項の独立行政法人日本

高速道路保有・債務返済機構が指定する高速道路について、その一部を次のとおり変更

する。 

 

現在 一般国道６号 水戸市元石川町字千束 2734 番１から同市大串町を経てひたちなか

市部田野字狢 3038 番１までの区間及び宮城県亘理郡亘理町逢隈牛

袋字北新丁184番から仙台市若林区三本塚を経て同市宮城野区中野

字柳原 40 番７までの区間 

一般国道 468 号 横浜市金沢区釜利谷町字清戸奥 2368 番３から同市栄区田谷町を経

て同市戸塚区原宿三丁目 617 番１までの区間、茅ヶ崎市西久保字上

ノ町 1571 番から海老名市門沢橋字新田 1472 番までの区間、海老名

市中新田字一番河原 3288 番 43 から八王子市裏高尾町、あきる野市

牛沼、鶴ヶ島市大字藤金、久喜市大字下早見及びつくば市梶内を経

て成田市吉岡字大安場 1321 番 13までの区間並びに東金市丹尾字千

眼下 40 番６から木更津市犬成犬成笹子両村新田字柳作 717 番４ま

での区間 

 

変更 一般国道６号 水戸市元石川町字千束 2734 番１から同市大串町を経てひたちなか

市部田野字狢 3038 番１までの区間、仙台市若林区今泉字二木西 16

番１から同市太白区茂庭字人来田中２番 27 までの区間及び宮城県

亘理郡亘理町逢隈牛袋字北新丁 184番から仙台市若林区三本塚を経

て同市宮城野区中野字柳原 40 番７までの区間 

一般国道 468 号 横浜市金沢区釜利谷町字清戸奥 2368 番３から同市栄区田谷町を経

て同市戸塚区原宿三丁目 617 番１までの区間、横浜市栄区田谷町字

大海 360 番から藤沢市城南二丁目 722 番４までの区間、茅ヶ崎市西

久保字上ノ町 1571 番から海老名市門沢橋字新田 1472 番までの区

間、海老名市中新田字一番河原 3288 番 43 から八王子市裏高尾町、

あきる野市牛沼、鶴ヶ島市大字藤金、久喜市大字下早見、つくば市

梶内及び成田市吉岡字大安場を経て山武市松尾町谷津字千神 163番

２までの区間並びに東金市丹尾字千眼下 40 番６から木更津市犬成

犬成笹子両村新田字柳作 717 番４までの区間 




